
 

 

 

 

(1)基本理念 
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害

し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみ

ならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある重大

かつ深刻な人権問題である。したがって、本校では、すべての生徒が

いじめを行わず、及び他の生徒に対して行われるいじめを認識しなが

らこれを放置することがないように、いじめが心身に及ぼす影響その

他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めることを目的として、い

じめ防止等のための対策を行う。  

(2)いじめの定義 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)いじめの特徴 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4)いじめをなくすために想像したいこと 

 

 

 

 

 

 

(1)「いじめ・不登校対策委員会」の設置  
いじめ防止等に関する取組を実効的に行うため校内に「い

じめ・不登校対策委員会」を置く。「いじめ・不登校対策委

員会」は、学校が組織的にいじめの問題に取り組むにあたっ

て中心となる役割を担う。 

(2)「いじめ・不登校対策委員会」の組織  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)「いじめ・不登校対策委員会」の役割 
いじめ・不登校対策委員会では、次のことを行う。 
「学校の教職員は速やかに、学校いじめ対策組織にいじめに係る情報を報
告し、組織的な対応につなげなければならない。（※いじめ防止対策推進法
２３条第１項）」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【恵那 東中 生徒会宣言】 

 
～思考・発言・行動をマイナスからプラスへ～ 

制定：平成２７年 ３月  
改定：平成２９年 ３月  

 

 

 

 

 

 

(1)未然防止のための取組 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2)早期発見のための取組 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①冷やかし・からかい・悪口や脅し文句、嫌なことを言われる  

②仲間はずれ、集団による無視 

③軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする 

④ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする 

⑤金品をたかられる 

⑥金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする 

⑦嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする 

⑧ICT機器で、誹謗中傷や嫌なことをされる 

⑨その他，人権を侵害するすべての言動 

①「いじめ」は、目に見えにくい。 

②「いじめ」は、相談しにくい。  

③「いじめ」は、いつでもどこでも、誰にでも起こりうる。 

④「いじめ」の態様は、ひやかしやからかいから犯罪にあたるものまで多
種・多様である。  

⑤「いじめ」は、被害者と加害者の認識が違っていると考えるべき。  

⑥「いじめ」は、人の命にかかわる大きな問題である。 

①「いじめ」をしそうになるときの，気持ちや環境を想像する。 

②「いじめ」をしてしまった後の，気持ちや状況を想像する。 

③「いじめ」をしかけたがとどまった時の，気持ちや決断を想像する。 

④「いじめ」をされたときの，気持ちやその後の生活を想像する。 

⑤「いじめ」をした生徒やされた生徒の親の立場を想像する。 

恵那東中のいじめ事案への対応フロー図 

恵那東中学校 

・教育事務所 

・市教育委員会 

・市子育て支援課 

・人権擁護委員 

・校区小学校 

・スクールロイヤー 

・PTA役員 

・学校運営協議会 

・主任児童委員 

＜職員会議＞ 

いじめ・不登校対策委員会 
校長・教頭・教務・ 

生徒指導主事・学年主任・ 

養護教諭・発見教員・ 

SC・Ｓ相談員・SSW 

連携 

いじめ 

重大事態 

＜外部機関＞ 
・警察署生活安全課・子ども相談センター・県教育委員会学校安全課 

・はなの木教室（児童等適応指導教室）・その他の専門機関 

① 基本方針に基づく取組の実施、具体的な行動計画の作成、実行、検証、
修正  

② いじめの相談・通報の窓口業務  

③ 関係機関、専門機関との連携 

④ いじめの疑いや生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有 

⑤ いじめの疑いに係る情報に対して、関係する生徒の事実関係の聴取、指
導や支援の体制及び保護者との連携等対応方針の決定 

⑥ 重大事態が疑われる事案が発生したときに、その原因がいじめにあるか
の判定 

⑦ 重大事態に関わる事実関係を明確にするための調査  

⑧ 当該重大事態を踏まえた同種の事態の発生防止のための取組の推進 

恵那東中学校ＰＴＡ宣言      （H29.10策定 H30.4改訂） 

 いじめ防止にかかわり、生徒のインターネット利用に関する具体的な約束づくりを提案し

ます。 

 保護者は，生徒の端末利用にかかわって、 

・生徒の発信する情報に，保護者が責任をもつこと。 

・インターネット（学校で利用を薦めていないXやＬＩＮＥ）の利用を，保護者が許可する

際は，家庭での利用ルールを徹底し，保護者自身が閲覧して確認すること。 

・保護者のグループLINEなどで生徒情報のやり取りをしないこと。 

・東中PTA相談窓口電話の設置 

①生徒を学びの主役にする授業・規律ある授業の推進 
(ア)一人ひとりに成就感・達成感をもたせる授業の工夫  

(イ)コミュニケーション能力を高める授業の充実  

(ウ)授業規律の確立・教室環境の整備  

(エ)ＩＣＴ機器（iPad）を活用した授業の工夫 

②自己有用感・自尊心をはぐくむ取組の推進 
(ア)自尊感情を高める学級活動、学校行事の推進  

(イ)対人関係能力を高める社会体験や異年齢交流活動の充実（体育大会・合唱発表会・部活動等） 

③豊かな心をはぐくむ取組の推進 
(ア)継続的・系統的な道徳や人権教育の推進  

(イ)部活動等の体験活動や朝活動の充実  

(ウ)諸活動や挨拶指導を通じた規範意識の醸成 

④いじめについて理解を深める取組の推進 

(ア)いじめ防止基本方針や情報モラルに係る放送・講演会の開催  

(イ)「いじめ防止」啓発活動、リーフレットの配付  

⑤保護者を対象とした取組の推進  

(ア)学級・学年通信、ＨＰによる広報活動の推進  

(イ)学級懇談会やＰＴＡ会合における指導方針や情報の提供 

⑥教職員の資質能力の向上を図る取組の推進 

(ア)言動と態度についての自己評価・相互評価  

(イ)校内現職研修会の実施（年２回）  

(ウ)関係機関との情報交換 

①情報の集約と共有 
(ア)いじめに係わる事案については、把握した職員は速やかに管理職に報告するととも

に、「いじめ・不登校対策委員会」で情報を共有する。  
(イ)「いじめ・不登校対策委員会」で共有された情報については各学年主任を通じて全教

職員で共有する。 

(ウ)緊急の場合は、職員会議等で情報を共有する。 

③相談体制の整備と周知（気軽に相談できる環境づくり） 
(ア)生徒全員を対象とした教育相談週間の実施（６、２月） 
(イ)相談窓口の設置およびいじめ相談電話など外部機関の生徒・保護者への周知徹底 

(ウ)スクールカウンセラーやスクール相談員、各関係機関との情報共有 

②全生徒を対象とした質問紙調査及び聞き取り調査の実施。いじ

めを早期に発見するため、定期的な調査を次のとおり実施する。 
(ア)心のアンケート（Shall we talk？）年４回（５、９、１１、１月）  

(イ)無記名いじめアンケート年２回（６、２月） 
(ウ)スクールライフノートによる心の状態の把握（毎日） 



(3)いじめに対する対応 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4)重大事態への対処 （いじめ防止対策推進法第２８条） 

生命・心身又は財産に重大な被害が生じている疑いや、相当

の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場

合は、以下の対処を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※

    
令和８年３月改訂 

 

 

恵那東中学校いじめ防止等に係る年間の取組概要（予定） 
 

月 いじめ防止に係る 
学校行事・取組 

心の通い合いを大切
にした体験・授業 

いじめの未然防止の取組 
アンケート 

生徒会活動 保護者との連携 教育相談 

４ 

・入学式 

・人権集会（「いじめ

防止基本方針」の提

案＆人権） 

・対面式 
・生徒議会 

 

・ＰＴＡ総会での「い

じめ防止基本方

針」の説明 

 

 
 

５ 
・校外宿泊研修、 

修学旅行 

・ひびきあい活動に

かかわる道徳授業 

・地域ボランティア 

・生徒総会 

 
・クラブ指導者講習会  

・Ｑ－Ｕアンケート① 

・第１回 

Shall we talk？ 

６  
・ひびきあい教育講

演会(命の講演会) 
  ・教育相談週間 

・第１回いじめ 

アンケート 

７ 

・情報モラル教育 

（外部講師） 

 

・ＳＯＳの出し方教

育にかかわる授業 

・地域ボランティア 

 

・三者懇談 

・生徒、保護者 

アンケート 

  

８  ・地域ボランティア   
・ＱＵ把握 

（職員） 
 

９   
・生徒会選挙 

・生徒議会 
 

・個別相談 

 

・第２回 

Shall we talk？ 

１０ ・体育大会 
・地域ボランティア 

・職場体験学習 
・生徒総会 ・クラブ指導者講習会   

１１ 
・合唱発表会 

 

・ひびきあい活動に

かかわる道徳授業 
 

・生徒、保護者 

アンケート 
・個別相談 

・第３回 

Shall we talk？ 

・Ｑ－Ｕアンケート② 

１２  
・ひびきあい活動に

かかわる人権教育 
 

・三者懇談 

 
  

１  ・地域ボランティア   ・教育相談週間 
・第４回 

Shall we talk？ 

２  

・新入生半日入学 

 

・絆の日 

・生徒会選挙 

 
・新入生保護者説明会  

・第２回いじめ 

アンケート 

 

３ ・卒業証書授与式  
・心構え集会 

・誇り集会 
   

 

 

 

①「いじめ」に係る相談を受けた職員は、すみやかに事実
確認を行う。 

(ア)職員間で情報を共有し、いじめを受けたと訴える生徒に複数体制で慎重に聞き取りをする。 

(イ)いじめを受けたと訴える生徒の意思を確認した上で、いじめたと思われる生

徒や周囲の生徒にも聞き取りをする。 

②「いじめ」を受けた生徒の保護者へ連絡をする。 
(ア)聞き取りで確認したいじめの事実を伝える。 

(イ)生徒と保護者に指導方針を伝えて了承を得た上で、いじめた生徒を指導する。 

(ウ)新たな事実が明らかになったり、情報が更新されたりするごとに生徒と保護者に報告する。 

③「いじめ」を受けた生徒を守り通す体制を整える。 
(ア)「いじめ・不登校対策委員会」を開き、情報を共有するとともに指導方針を立てる。 

(イ)事案の規模が大きい（係わっている生徒が多い）場合は、自習にして授業を

止めるなどして、全職員、全生徒で事実を明らかにする。 

(ウ)安心して生活が確保できるように、授業中休み時間に係わらず複数の職員で見届け続ける。 

(エ)学級会、学年集会を開き、可能な範囲で情報を公開し、安心安全な学校生活

を送るためにすべきことを全員で共有する。 

④犯罪行為として取り扱われるべき「いじめ」については、
警察署及び教育委員会等と連携して対処する。 

（ア）無理矢理ズボンを脱がす。裸にする。                      【暴行】 

（イ）断れば危害を加えると脅し、胸やお尻や性器を触る。【強制わいせつ】 

（ウ）断れば危害を加えると脅し、金品をたかる、お金を払わせる。【恐喝】 

（エ）本人の裸が映った写真や動画をインターネット上で拡散すると脅す。【恐喝】 

（オ）相手の裸の写真や動画を他の人(個人･多数)に送信する。【児童ポルノ提供】 

（カ）特定の人物の名前を挙げて誹謗中傷。悪口を書き、拡散する。  【名誉毀損】 

①学校は重大事態が発生した旨を、恵那市教育委員会に速やかに報告する。 

②恵那市教育委員会が、当該事案に対処する組織「恵那市学校いじめ問題調
査委員会」を設置する。 

③「恵那市学校いじめ問題調査委員会」を中心として、事実関係を明確にする
ための調査をする。 

④学校は、教育委員会からの助言を受け、いじめを受けた生徒・保護者に情報提供し、いじめた
生徒に対して保護者と協力して適切な指導やカウンセリングを行う。 

⑤学校は、カウンセラーと協力して、生徒、保護者に対して心のケアを行う。 


